
   

地域密着型サービス事業所における 

運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について 

○地域密着型サービスとは 

・高齢者が介護が必要な状態となっても、できるだけ住み慣れた自宅や地域で生活を継続できる

ようにするため、提供されるサービスです。 

・その地域での生活を支えるためのもので、利用者の住み慣れた地域にサービス提供の拠点を置

きます。 

○運営推進会議について 

・地域密着型サービス事業者(夜間対応型訪問介護を除く)が事業所ごとに設置します。 

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は「介護・医療連携推進会議」を設置します。 

・事業所が提供しているサービス内容(通所介護事業所で行う宿泊サービスを含む)などを参加者

に報告することで、地域に開かれたサービスを目指します。 

・定期的に会議を開催し、参加者からの意見を事業所の運営に反映させることによって、サービ

スの質を確保します。 

○開催頻度 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

おおむね２か月に１回以上 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 おおむね３か月に１回以上 

認知症対応型通所介護  

地域密着型通所介護 
おおむね６か月に１回以上 

 

○構成員 ※会議開催日に全員が揃わないと会議が成立しないわけではありません 

・利用者又は利用者の家族 

・地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等) 

・市職員又は地域包括支援センター職員 

・地域密着型サービスについて知見を有する者 など 

※介護・医療連携推進会議では、上記に加えて地域の医療関係者(医師、ソーシャルワーカー等) 

○会議の開催方法 

各構成員に事業者から通知します。 



   

○会議の内容 

・事業者は活動状況(利用者の状況、行事、事故、研修等)を報告します。 

・参加者は報告に対して、事業所への要望や意見などを伝えます。 

○記録の作成 

事業者は会議の記録を作成し、構成員に送付します。 

各種様式は、市のホームページからダウンロードしてください。 

 

○複数事業所の合同開催 

以下の要件を満たす場合は認められます。 

・利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 

・同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

・合同して開催する回数が、１年度に開催すべき介護・医療連携推進会議や運営推進会議の開催

回数の半数を超えないこと。 

・外部評価を行う介護・医療連携推進会議や運営推進会議は、単独開催で行うこと。 

 

〇他の地域密着型サービス事業所と同一建物に併設している場合の合同開催 

・他の地域密着型サービス事業所と併設している場合においては、1年度に開催すべき運営推進

会議等を全て合同開催しても構いませんが、外部評価を行う運営推進会議等は単独開催してく

ださい。 

・合同開催した場合の会議記録について、両事業所合同で作成して構いませんが、利用者及び利

用者家族については匿名にする等、個人情報・プライバシーを保護してください。 

 

 

 


